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砂川事件「伊達判決」に関する米政府解禁文書

（原文と翻訳)

新 原 昭 治

布 川 玲 子

以下は、新原昭治(�)が、2008年�月、米国立公文書館（米メリーラン

ド州カレッジパーク）で入手した砂川事件「伊達判決」（東京地判昭和34

年�月30日判例タイムズ89号79頁）に関する解禁文書14点のコピーと日本

語訳である。

14点の文書の内訳は、マッカーサー駐日米大使名の東京米大使館発国務

省宛外交電報10通、同外交航空書簡�通、国務省発東京米大使館宛外交電

報�通である。

日本語への翻訳は、新原昭治が作成した2008年�月27日版(�)を基に、

今回両名にて推敲したものである。その際、吉永満夫弁護士（東京弁護士

会所属）にご教示いただいた。

注

(�) 新原昭治（にいはら しょうじ）1931年福岡市で生まれる。九州大学文学部卒。

国際問題研究者、ジャーナリスト。著書『米政府安保外交秘密文書（資料・解

説）』1990新日本出版社ほか多数。

(�) ウェッブサイト「ちきゅう座」http://www.chikyuza.net/ にて公開。
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説明・凡例

原文コピーについて

�）上部左端 REPRODUCED AT THE NATIONAL ARCHIVES は、米国立公文書

館で複製を作ったことを証明する印字である。

�）上部中央�行目DECLASSIFIED の下の、�行目Authority の NND算用数字は、

NND 番号と呼ばれるもので、米国立公文書館の個々の文書群毎に付けられた

「公開プロジェクト番号」である。�桁の数字の最初の�桁は、西暦年の末尾�

桁を示す。例えば、�枚目のコピーにある907416は、1990年に解禁決定されたこ

とを意味する。ただし、事務手続きにかなりの時間を要するため、実際に閲覧可

能の状態になったのは、1990年代半ばと思われる。�行目、By と Date

欄は、コピーを許可した担当者のイニシャルと許可した日付である。

�）上部右端手書き文字1955─59 Box 2918は、新原が、米国立公文書館でコピーす

る際に書き入れたもので、どの文書群にあったかを示すものである。この場合、

1955─59は、米国務省文書群（Record Group 59）の1955─1959 Central Decimal

File を示す。

日本語訳について

�）各文書冒頭の行は、新原が作成した文書ファイル名である。最初の�桁の数字は、

文書の日付順を示す序数詞であり、続く数字は、文書受信日または発信日である。

次の英単語は、どこからどこ宛に発信された文書であるか等を示す略称である。

�）各文書�行目は、【全訳】【抄訳】【翻訳略】の別を示した。

�）本文中〔 〕亀甲括弧内は、翻訳者による補足説明である。
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HE SA 1 0 HE iD FUJIYA叶A ASKED ME TO MEET WITH HIM PRIVATELY TODAY. 
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時
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線
機
櫨
開

WANTED US GOVT TO KNOW THAT GOJ HAS CO阿PLETECONFIDENCE THAT IS 

INTERPRETATION OF CONSTI丁UTION，WHICH HAS BEEN BUTTRESSED BY LARGE 

NU阿BEROF PREVIOUS COURT DECISIONS， WILL BE SUSTAINED WHEN SUNAKAWA 

CASE IS APPEALED. JUSTICE阿INISTRY IS NOW STUDYING WAYS AND 

何EANSOF APPEALING CASE DIRECTLY TO SUPRE同E COURT， BY-PASSING HIGHER 
COURT. ALTHOUGH SUPRE川E COURT HAS OVER 3，000 PENDING CASES， 
GOVT BELIEVES IT WILL GIVE PRIORITY TO CASE. NEVERTHELE5S FUJIYAMA 

SAID PRE5ENT ESTI同ATE 15 THAT EVEN IF SUPREME COURT GIV~章 PRIORITY

CONS 1 DERAT 10N IT WOULD ST 1 LL REQU 1 RE THREE TO FOUR MONTHS T_9， RENDER 
FIトJAL VERD 1 CT. ←」、ふへ F戸コ

阿附E日A州しE，印川川JI門Y州州A……D， 1門T 1応S 11卜ド町、、，

C∞口同附P口恨RT 1門TS託EしσF A俗S TO口 5剖H口ω'WCLEARLY T刊H刷削A灯T 1川T HAS N悶o 0∞OU凶日T却JtI仏山iATS灯旧T汚S口慌EV泥ER喝Eあ5 
T刊HA灯T TO口K附YOCOURT 0民EC引IS引10側N 凶 L比LB匠f:R陪EV児ER防SE印o AND THAT G口臥ωJ下口おSITlqN

THAT SELF-DEFENSE FORCES， PRESENCE OF US FORCES， ETC. AREC 

CONSTITUTIONAL WILL BE SUSTAINED. PRESS AND PUBLIC OPINION 、
REACTIONS TO COURT DECISION HAVE THUS FAR BEEN BY NO MEANS ~ 

UNFAVORABLE TO GOJ POSITION. GOJ FOR TIME BEING NOT NECESSARILY ~ 

DISPLEASED BY NEW SOCIALIST CしAMORTO RESPECT JUDICIARY， BECAUSE μ 

TH町 EXPECT "SOCIALIST LEGALITY" TO BOOMERANG WHEN SUPREME COU~ 沿
~~. ~、、ご下

IT WOULD ~文
UNLESS "U川崎毒晶EO'リ 1

CONFIDENTIAL ~mOp，!lC.!J2，~鰐曽川i∞円 ISPROHIII但.0.¥v;
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ITいOULD BE HIGHLY UNDESIRABLE MEANWHILE， FUJIYA阿A SAID， IF 1 同PRESSIO~

WERE CREATED FOR INSTANCE THAT OUR TREATY NEGOTIATIONS WERE STALLED 

BECAUSE OF DOUBTS， EITHER BY US OR BY JAPAN， ABOUT LEGAL STATUS 
OF us FORCES IN JAPAN. FUJIYA阿A THEREFORE PROPOSED THAT 1 HOLD 

PUBLICLY ANNOUNCED同EET1 NG W ITH H I同 TOMORROW IN C口NNECT1 ON WITH 

TREATY NEGOTIATIONS. FUJIYAMA WAOULD MAKE CLEAR THAT MEETING 

WAS BEING HELD ON GOJ INITIATIVE TO ASSURE us GOVT THAT GOJ 

WAS CONVINCED OF CONSTITUTIONALITY OF ITS POSITION AND INTENDED 

TO PROCEED WITH SECURITY TREATY NEGOTIATIONS. BEFORE MAKING FINAL 

DECISION ON HAVING PUBLIC MEETING， FUJIYA同A WILし CONSULT W I TH 

FUKUDA AND FUNADA TOMORROW MORNING TO CHECK WITH THE同 THAT PUBL IC 

MEETING TOMORROW WIしL BE USEFUし IN TERMS OF BOTH LDP AND PUBLIC 

OPINION. 
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SENT DEPARTMENT 2919， REPEATED INFORMATIO~CING州t ちæ;.-_i:~t;1溶z
JAPAN 349・ ¥ ふ匂ctionも 1，1 ""..，-

CINCPAC FOR POLAD. 

OCB 

USIA 
CIA 
ωD 
ARMY 
NAVY GOVT LEADERSARE CONFIDENT JUDGE DATE'S DECISION WILL BE REVERSED， 
AIR AND WILL PRESS FOR SPEEDY HANDLING OF CASE. NUMBER OF FACTORS 

MAKE EARLY SUPREME COURT DECISION DESIRABLE INCLUDING 1) OBVIOUS 

SHORT TERM VALUE OF DATE DECISION TO SOCIALISTS IN ELECTION CAMPAGII 

2) CONSIDERATIONS FOR JAPAN'S INTERNATIOI、JAL PRESTIGE， FOR EXAMPLE， 
AS REGARDS NEGOTIATIONS FOR JAPAN-US SECURITY TREATY REVISION; 

AND 3) POS当IBILITYTHAT LEFT WINGERS MAY ATTE同PTLEGAL阿ANEUVERS

TO EMBARRASS GOJ AND PARTICULARLY JAPANESE DEFENSE ESTABLISHMENT. 

THERE IS NO"'(RPT NO) INDICATION AS YET THAT LEFTISTS WILL RESORT 

TO SUCH LEGAL TACTICS， BUT FONOFF SC υRCE TOLD EMBASSY OFFICER酌

DATE DEClsrON GIVE SOME SCOPE F口R LEFT WING LEGAL MANEUVERS 1IぞCASE;:
ALREADY PENDING BEFORE 丁目 COURTS. EXA同PLECITED WAS FUJI MA岐川E~
AREA CASEIN SHIZUOKA COURT !N WHICH FAR阿ERS LED BY RAulCAL A瞥bRNE;
PLEADING THAT ARTICLE 2(与)AOF THE ADMINISTRATIVE AGぽEMEiI'lT D長s

NOT AUTHORIZE PROCUREMENT AGENCY同AKELAND AVAILABLE 辛口説告DF む

LAND WHICH IT REQUISITIOぽ D FOR USE OF us FORCES. (T#;ISはASE;弱点5

THUS FAR BEEN CONSIDERED P間IMARILY IN NATURE OF "NUIS蜘 CEsUlf広
UNlESS "UNCLASSIFIED" 
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間!トilSTRYOF JUSTICE TODAY 州OU~KED 口氏 ISION 伊PEAL D I STR ICT ~ 
couロ DATE'SDECISION 111 SUNAKlu';A CASE DIREιTLY TO SUPREME COURT 中

日YPASSINGTOKYO HIGHER COURT. FONOFF TELLS us JUSTICE MINISTRY 

PF正F'ARINGLEGAL BRIEF WHIU! ，I!LL日EPRCSE刊TEDTO SUPRE同E COURT INむJ

NEAF， f"UTURE. I MPOSS 1 BLE PRED 1 CT SPEED凶 THWH I CH SUPREME COURT ~ 
WILL REVIEW CASE， AND ESTJMATES OF OBSERVERS AS TO TIMING OF 

DECISION RANGE ALL THE WAY FROM SEVERAL WEEKS TO MANY MONTHS. 

E問自TEL 1982. 
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SUPREME COURT側 APRIL22 SET JUNE 1ラASDEADLINE FOR SUPREME プ
PROCURATOR TO PRESENT DOCUMENTATION SETTING FORTH JUSTIFICATION 

FOR APPEAL OF TOKYO DISTRICT COURT DECISION IN SUNAKAWA CASE 。
FOLLOWING THIS， DEFENSE WILL_SUBMIT DOCUMENTATI側 1TS POS 1 T 1 ON • 。1

(l) 

FONOFF INFORMS US DELIBERATIONS ON APPEAL BY印 LLCOURT PROBABLY 七
WILL COMMENCE BY州 D_JULY. H口WEVER，AT THIS STAGE IMPOSSIBLE ~ 
[ST! 同ATE TIMING ON DECISION. IN PRIVATE CONVERSATION CHIEF JUSTIιモ
TANAKA TOLD AMBASSAOOR THAT WHILE CASE HAD BEEN GIVEN PRIORITY肉平
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01 19590330 TOKYO-DOS JOINT EMB-USIS MESSAGE

【全訳】

国務省・受信電報

「部外秘」

1959年�月30日午前�時52分受信〔日本時間�月30日午後�時52分〕

発信元：東京〔大使館〕

宛先：国務長官

電報番号：1968.�月30日午後	時

夜間作業必要緊急電

国務省宛1968.同文情報提供─太平洋軍司令部宛55、在日米軍司令部宛332

太平洋軍司令部は政治顧問へ。

国務省から国防総省と文化情報庁へ。

大使館・文化情報局共同連絡

伊達秋雄を裁判長裁判官とする東京地方裁判所法廷は本日、日本が日本

防衛の目的で米軍の日本駐留を許している行為は「憲法第
条第�項で禁

じられている陸海空軍その他の戦力保持の範疇に入るもので、日米安保条

約と日米行政協定の国際的妥当性がどうであれ、国内法のもとにおいては

米軍の駐留は……憲法に違反している」と宣言した。

判決はいわゆる砂川事件に関連したもので、（共産党支配の学生組織）

全学連の書記長、土屋源太郎ならびに他の�人の被告に関する1957年�月

	日の米軍立川基地侵入（1957年�月	日の大使館電報第68号で説明済）

について無罪とした。

当地の夕刊各紙はこれを大きく取り上げており、当大使館はマスメディ

アからさまざまな性格の異なる報道に関した数多くの問い合わせを受けて

いる。外務省当局者と協議の後これら問い合わせには「日本の法廷の判決
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や決定に関して当大使館がコメントするのは、きわめて不適切であろう。

この問題にコメントする最適の立場にあるのは日本政府だと考える」旨答

えている。在日米軍司令部もマスメディアの問い合わせに同様の回答をし

ている。

外務省当局者がわれわれに語ったところによれば、日本政府は地裁判決

を上訴するつもりであり、今夜の参院予算委員会質疑で法務大臣がそれに

ついて言明する予定である。

マッカーサー

------------------

02 19590331 TOKYO-DOS MACMETFUJIYAMA

【全訳】

国務省・受信電報

「極秘」

1959年�月31日午前�時17分受信〔日本時間�月31日午後�時17分〕

発信元：東京〔大使館〕

宛先：国務長官

電報番号：1969.�月31日午後�時

至急電

国務省宛1969.同文情報提供─太平洋軍司令部宛552、在日米軍司令部宛

533

限定配布

太平洋軍司令部宛は政治顧問とフェルト提督へ。在日米軍司令部宛はバー

ンズ将軍へ。

大使館関連電報1968

今朝	時に藤山〔愛一郎＝外務大臣〕と会い、米軍の駐留と基地を日本
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国憲法違反とした東京地裁判決について話し合った。私は、日本政府が迅

速な行動をとり東京地裁判決を正すことの重要性を強調した。私はこの判

決が、藤山が重視している安保条約についての協議に複雑さを生みだすだ

けでなく、�月23日の東京、大阪、北海道その他でのきわめて重要な知事

選挙を前にしたこの重大な時期に、国民の気持に混乱を引き起こしかねな

いとの見解を表明した。

私は、日本の法制度のことをよく知らないものの、日本政府がとり得る

方策は�つあると理解していると述べた。

�、東京地裁判決を上級裁判所〔東京高裁〕に控訴すること

�、同判決を最高裁に直接、上告〔跳躍上告〕すること

私は、もし自分の理解が正しいなら、日本政府が直接最高裁に上告する

ことが、非常に重要だと個人的には感じている。というのは、社会党や左

翼勢力が上級裁判所〔東京高裁〕の判決を最終のものと受け入れることは

決してなく、高裁への訴えは最高裁が最終判断を示すまで論議の時間を長

引かせるだけのこととなろう。これは、左翼勢力や中立主義者らを益する

だけであろうと述べた。

藤山は、全面的に同意すると述べた。完全に確実とは言えないが、藤山

は、日本政府当局が最高裁に跳躍上告することはできるはずだ、との考え

であった。藤山は、今朝
時に開かれる閣議でこの上告を承認するように

促したいと語った。

マッカーサー

------------------

03 19590331 TOKYO-DOS MAC PRIORITY

【全訳】

国務省・受信電報

「秘」
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1959年�月31日午前
時29分受信〔日本時間�月31日午後10時29分〕

発信元：東京〔大使館〕

宛先：国務長官

電報番号：1973.�月31日午後
時

至急電

国務省宛1973.同文情報提供─太平洋軍司令部宛554、在日米軍司令部宛

335

太平洋軍司令部宛は政治顧問とフェルト提督へ。在日米軍司令部宛はバー

ンズ将軍へ。

限定配布

大使館関連電報1969

今夕、外務省当局者は、日本政府が東京地裁判決を最高裁に跳躍上告す

るか、それともまず東京高裁に控訴するかをめぐって、未だ結論に到達し

ていないと知らせてきた。どちらの選択肢をとることがより望ましいかで

議論の余地があるらしく、目下、法務省で緊急に検討中である。外務省当

局者は、いまの状況をなるべく早くすっきりと解決することが望ましいこ

とは十分認識している。

マッカーサー

------------------

04 19590401 TOKYO-DOS PROGRESSREPORT

【抄訳】

国務省・受信電報

「部外秘」

1959年�月�日午前�時06分受信〔日本時間�月�日午後	時06分〕

発信元：東京〔大使館〕

32 法学論集 64 〔山梨学院大学〕

― 171 ―



宛先：国務長官

電報番号：1978.�月�日午後	時

至急電

国務省宛1978.同文情報提供─太平洋軍司令部宛556、在日米軍司令部宛

337、ならびに全駐日領事館宛。

太平洋軍司令部は政治顧問宛。

大使館関連電報1968

日本における米軍の駐留は憲法違反と断定した東京地裁の伊達判決は、

政府内部でも全く予想されておらず、当初日本国内に鮮烈な衝撃をひろげ

た。同判決は、国会での政府と社会党指導者との鋭い論議を巻き起こし、

また憲法問題専門家らの議論や政治評論家らの広範囲に及ぶ推測、論評が

飛び交った。

岸〔首相〕と政府幹部はともに国会でも国民向け声明でも、同判決は裁

判所内の少数意見を代弁したに過ぎないこと、最終的判決は最高裁によっ

てなされること、さしあたって伊達判決は、日本政府の政策を変えるもの

ではないし、憲法第
条について日本政府が長年に亘りとってきた以下の

ような解釈を変えるものでもないことを強調している。（Ａ）第
条は、

攻撃からみずからを防衛する権利を日本が持つことを否定していないこと、

（Ｂ）このような目的のための戦力を日本が持つことを禁じていないこと、

（Ｃ）日本における米軍の駐留を禁じていないこと。

岸は、政府として自衛隊、安保条約、行政協定、刑事特別法は憲法違反

ではないことに確信を持って米国との安保条約改定交渉を続けると声明し

た。

すべての新聞が引き続き、伊達判決についての詳細な論説や全世界の主

要首都からの反応を含めて、大きな扱いを続けている。ただし、当初の�
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月31日付紙面で際立ったようなセンセーショナルな扱いは影をひそめ、む

しろ落ち着いた反応にとってかわっている。

〔以下、各紙論評の特徴と社会党の動向を報告しているが、翻訳は省略。〕

注釈─東京地裁判決の反響を全面的に予測するのはまだ早すぎる。さし

あたっての一応の推測としては、いうまでもなく社会党は、当面次の選挙

戦に向けてこの問題を最大限に活用することが予想される。同時に、長期

的には政府が確信をもって予測しているように、最高裁の最終判決が伊達

判決を明快な論法で覆すなら、国民的論議や法律的論議の最終的結末は、

米日防衛取り決めのための特別な罰則規定を含めて、自衛のため適切な措

置をとる権利を日本が持っていることを健全なやり方で明確化するものと

なろう。

マッカーサー

------------------

05 19590401 TOKYO-DOS FUJIYAMA ASKED MEET

【全訳】

国務省・受信電報

「秘」

1959年�月�日午前�時26分受信〔日本時間�月�日午後	時26分〕

発信元：東京〔大使館〕

宛先：国務長官

電報番号：1982.�月�日午後	時

至急電

国務省宛1982.同文情報提供─太平洋軍司令部宛557、在日米軍司令部宛

338

太平洋軍司令部宛は政治顧問宛。
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大使館関連電報1968

藤山〔外相〕が本日、内密に会いたいと言ってきた。藤山は、これまで

の数多くの判決によって支持されてきた憲法解釈が、砂川事件の上訴審で

も維持されるであろうということに、日本政府は完全な確信を持っている

ことをアメリカ政府に知ってもらいたいと述べた。法務省は目下、高裁を

飛び越して最高裁に跳躍上告する方法を検討中である。最高裁には�千件

を超える係争中の案件がかかっているが、最高裁は本事件に優先権を与え

るであろうことを政府は信じている。とはいえ、藤山が述べたところによ

ると、現在の推測では、最高裁が優先的考慮を払ったとしても、最終判決

をくだすまでにはやはり�ヵ月ないし�ヵ月を要するであろうということ

である。

同時に、藤山は、東京地裁判決が覆されるだろうということ、そして自

衛隊と米軍駐留などは合憲であるという日本政府の立場が支持されるであ

ろうということに、いささかの疑いも抱いていないことを明確に示すよう

日本政府が振舞うことが大事だと述べた。地裁判決へのマスメディアと世

論の反応はこれまでのところ、日本政府の立場にとって決して不利なもの

ではない。いまのところ、日本政府は社会党が新たに司法を尊重せよと騒

ぎ立てていることを必ずしも不快に思っていない。というのは、日本政府

は「社会党の司法尊重」が最高裁の段階になった時ブーメラン効果をあげ

ることを期待しているからである。

一方で、藤山は、もし日本における米軍の法的地位をめぐって、米国ま

たは日本のいずれかの側からの疑問により、例えば、〔日米安保〕条約

〔改定〕交渉が立ち往生させられているといった印象がつくられたら、き

わめてまずいと語った。

そこで藤山は、私が明日、藤山との条約交渉関連の会談を、事前に公表
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のうえ開催することを提案した。藤山は、この会談で、日本政府の立場の

合憲性に政府が確信を持っており、安保条約交渉を前進させたいとする政

府の意図を、アメリカ政府に保証しようとする日本政府の主導によりこの

会談は開催されたことを明確にすることになろう。

この会談の開催について最終決定をくだす前に、藤山は明朝、福田〔赳

夫＝自民党幹事長〕と船田〔中＝自民党政調会長〕と相談し、事前公表予

定の明日の会談が、自民党にとっても世論にとっても有意義かどうかを再

確認する予定である。

マッカーサー

------------------

06 19590403 TOKYO-DOS FUKUDA INFO

【全訳】

国務省・受信電報

「秘」

1959年�月�日午前�時26分受信〔日本時間�月�日午後�時26分〕

発信元：東京〔大使館〕

宛先：国務長官

電報番号：2001.�月�日午後�時

至急電

国務省宛2001.同文情報提供─太平洋軍司令部宛563、在日米軍司令部宛

344

太平洋軍司令部宛は政治顧問へ。

大使館関連電報1982

自民党の福田幹事長は私に、内閣と自民党が今朝、政府は日本における

米軍基地と米軍駐留に関する東京地裁判決を最高裁に直接上告することに
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決定した、と語った。

マッカーサー

------------------

07 19590403 TOKYO-DOS MOJDECISION

【全訳】

国務省・受信電報

「秘」

1959年�月�日午前
時44分受信〔日本時間�月�日午後10時44分〕

発信元：東京〔大使館〕

宛先：国務長官

電報番号：2019.�月�日午後
時

国務省宛2919〔2919は原文の誤記で、正しくは2019〕

同文情報提供─太平洋軍司令部宛568、在日米軍司令部宛349

太平洋軍司令部宛は政治顧問へ。

大使館関連電報1982

法務省は本日、砂川事件に関する東京地裁伊達判決を、東京高裁を飛び

越して直接最高裁に上告することに決めたと発表した。外務省当局者がわ

れわれに語ったところによると、法務省は近く最高裁に提出予定の上告趣

意書〔次の電文＝文書ファイル番号09にあるように、上告趣意書の訴訟手

続き上の提出者は、東京地検であるが、実質上、あるいは、検察と一体に

なって、政府が取り組んでいるということであろうか。〕を準備中だとい

う。最高裁が本件をどのくらいの早さで再審理するかを予測するのは不可

能である。判決の時機をめぐる観測者たちの推測は、数週間から数ヵ月も

しくはそれ以上まで広範囲に及んでいる。

政府幹部は伊達判決が覆されることを確信しており、案件の迅速な処理
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に向けて圧力をかけようとしている。多くの要素が、早期の最高裁判決を

望ましいものにしているが、そのなかには次のようなものがある。

�）社会党の選挙活動にとっての伊達判決の歴然たる短期的価値

�）日本の国際的評価にとっての考慮、たとえば日米安保条約改定交渉関

連

�）左翼勢力が日本政府、とりわけ日本の国防体制を妨害するためにやり

かねない法的対抗手段の可能性

いまのところ左翼勢力がこうした法的戦術に打って出る兆候は断じて見

あたらないものの、すでに法廷で係争中の事件での左翼の法的戦略に、伊

達判決がそれなりに貢献していると外務省筋が大使館員に語った。その例

として指摘されたのは、静岡裁判所における富士演習場事件である。同裁

判では、急進的な弁護士に指導された農民たちが、行政協定第�条�項

(a)は、調達庁が米軍の使用のため接収した土地を、日本の自衛隊に使用

させる権限を認めていない、と申し立てている。（この事件はこれまでは

主として「生活妨害訴訟」の性格のもので、農民たちの目的は日本政府か

ら土地接収に対し、より高額の補償をかちとることにあるとされてきた。）

マッカーサー

------------------

08 19590424 TOKYO-DOS SUPR-COURT PROGRESS

【全訳】

国務省・受信電報

「秘」

1959年�月24日午前�時35分受信〔日本時間�月24日午後�時35分〕

発信元：東京〔大使館〕

宛先：国務長官

電報番号：2200.�月24日午後�時
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国務省宛2200.同文情報提供─太平洋軍司令部宛615、在日米軍司令部宛

394

太平洋軍司令部宛は政治顧問へ。

大使館関連電報2019

最高裁は�月22日、最高検察庁〔原文は、SUPREME PROCURATOR

であるが、判例集で確認する限り、実際の上告趣意書の提出者は、東京地

方検察庁検事正野村佐太男である。（最大判昭和34年12月16日刑集第13巻

13号3225頁）〕による砂川事件の東京地裁判決上告趣意書の提出期限を�

月15日に設定した。これに対し、被告側は答弁書を提出することになる。

外務省当局者がわれわれに知らせてきたところによると、上訴について

の大法廷での審理は、おそらく�月半ばに開始されるだろう。とはいえ、

現段階で判決の時機を推測するのは無理である。内密の話し合い〔原文は、

PRIVATE CONVERSATION〕で本件の裁判長裁判官田中〔耕太郎＝最

高裁長官〕は、大使に本件には優先権が与えられているが、日本の手続き

では審理が始まったあと判決に到達するまでに、少なくとも数ヵ月かかる

と語った。

マッカーサー

------------------

09 19590522 TOKYO-DOS NEWS COVERAGE

【抄訳】

国務省・受信航空書簡

「秘」

1959年�月22日受領

発信元：東京〔大使館〕

宛先：国務長官
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航空書簡番号：Ｇ─631

大使館関連電報2200

同文情報提供─太平洋軍司令部宛 G81

太平洋軍司令部宛は政治顧問へ。

砂川事件は引き続きかなりの国民的関心を惹きつけており、新聞は関連

するすべてのニュースを目立つ形でとりあげている。この問題はしばしば

論説やラジオ解説や防衛問題を論じる討論者たちによって引き合いに出さ

れており、そこには安全保障問題をめぐる日本政府と社会党の対立する立

場の分析も含まれている。観測者たちの一致した見方では、政府は東京地

裁判決の最高裁への上告は、良い結果に終わると平静に確信しているが、

あの判決は国会論議や政治演説で日本の軍事増強を攻撃する社会党の取り

組みに光彩を与え、一時的なものかもしれないが力を貸すことになった。

事件の被告たちは総評や社会党、その他の左翼勢力から熱烈な支援を受

けており、彼らは、上告と闘う豊富な資金づくりに精を出している。弁護

側は事件の�人の被告を弁護するために�千人の弁護士を集めると威嚇し

た。（日本の裁判では、理論的には、どちらの側の弁護士にも人数の制限

はない。）大法廷での審理に先立って予備的打ち合わせをする第�小法廷

齋藤悠輔主任裁判官は、この計画を阻止する決定をくだし、弁護士を�人

の被告につき�人以下に制限した。この弁護側の計画は、多くの評論家や

朝日新聞を含む新聞から非難された。

報道機関は、弁護士の人数制限決定を弁明して斎藤〔判事〕は、この決

定により最高裁の上告審理が促進されるだろうと述べ、最高裁は、この事

件がきわめて重要な意味を持っているので最高度の優先度を与えていると

説明した、と報じた。新聞報道によれば、斎藤はこのほか、最高裁は、米

最高裁がジラード事件〔在日米軍群馬県相馬が原演習地にて1957年�月30
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日、演習地内に侵入した主婦がジラード特務二等兵によって射殺された事

件。〕について迅速に決定したことを、砂川事件上告の処理を取り急ぎお

こなう先例と考えていると述べるとともに、最高裁はこの事件の判決を	

月におこなうだろうと予測したとのことである。しかしながら外務省当局

者は、現時点での〔最高裁判決の〕時機についての信頼できる推測の可能

性に疑問を呈している。

〔以下、翻訳は省略。＝この部分では、木村亀二東北大学教授の所論や同

氏が米大使館員に語った内容が紹介されている。〕

------------------

10 19590608 TOKYO-DOS TOKYO PROCURATOR OFFICE APPEAL

【翻訳略】

国務省・受領航空書簡

「部外秘」

1959年�月	日受領

発信元：東京〔大使館〕

宛先：国務長官

航空書簡番号：Ｇ─647

同文情報提供─外交行嚢により太平洋軍司令部宛 G─86

外交行嚢により在日米軍司令部宛

太平洋軍司令部宛は、外交行嚢により政治顧問へ。

大使館関連航空書簡：G631

〔この航空書簡の内容は、東京地検が1959年�月�日に最高裁に提出した

上告趣意書の要点である。〕
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------------------

11 19590913 TOKYO-DOS TRIAL DEFENSE ALLEGED USFLEET

INDOCHINA

【全訳】

国務省・受信電報

「秘」

1959年
月13日午前�時10分受信 ［日本時間
月13日午後�時10分］

発信元：東京〔大使館〕

宛先：国務長官

電報番号：743.
月13日午後�時

至急電

国務省宛743.同文情報提供─太平洋軍司令部宛80、在日米軍司令部宛56

限定配布

太平洋軍司令部宛は政治顧問とフェルト提督へ。在日米軍司令部宛はバー

ンズ将軍へ。

大使館関連航空書簡Ｇ─104.国務省関連電報537

外務省当局者がわれわれに知らせてきたところによると〔最高裁での〕

砂川裁判の弁護側は、予想通り、日本を基地とする米国艦隊が1954年�月

にインドシナ周辺海域で、また1958年の台湾海峡危機の際、金門・馬祖両

島周辺で、作戦行動をおこなったと申し立てた。

われわれは
月�日、わが方の意見書（関連電報）を外務省当局者に伝

えて両者でそれを注意深く吟味した。外務省当局者は、それらの意見書を

まだ検察庁には届けておらず、届けるのを躊躇していると知らせてきた。

その理由は、意見書の1/2項は、日米安保条約下で日本に出入りしている

艦隊の部隊が、1954年�月に南シナ海に行ったことを明確に否定している

42 法学論集 64 〔山梨学院大学〕

― 161 ―



ものの、第Ⅱ部の台湾海峡関連ではそうした否定が全くなされていないか

らである。外務省当局者は、南シナ海部分だけの否定では、台湾海峡に関

する別の作戦に注意を惹きつけることにならざるを得ず、弁護側から日米

安保条約関係への新たな攻撃を受けることになるだろうと見ている。

しかしながら、外務省当局者は、台湾海峡についての説明を、1/2項で

なされたのと同一のあるいはそれと共通したものと言うことができないだ

ろうか、もしそうできるなら、最高裁法廷で
月18日に最終弁論をおこな

う検察官にとって大きな助けとなるであろうとも述べる。

関連電報の第�段落について言えば、こうした説明は可能かもしれない。

おそらく国務省は、この主題（11/3A）への質問が「軍隊」と言っていて

インドシナに関する質問にあるような「艦隊」に全く言及していないため、

それを承認しなかったのだろう。検察側は目下、最終弁論を準備中であり、

外務省当局者経由の伝達と意見書に関するわれわれの十分な検討には若干

の時間がかかるだろうから、もし11/3項について1/2項と本質的に同様の

否定を伝えることができるなら、この点の回答は
月15日までに必要であ

る。どうか可能な限り迅速な返事を願いたい。

マッカーサー

〔この電報の「関連電報」として、国務省発・東京宛電報537が挙げられて

いるが、今回新原が入手した解禁文書にその電報は含まれていない。なお、

本電報と次の国務省発ハーター国務長官名の電報は、最高裁大法廷で内藤

功弁護士が、対外攻撃のため在日米軍基地が使われた実例を追及したこと

に関連したものである。〕

------------------

12 19590914 DOS-TOKYO RE-TOKYO743
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【全訳】

国務省・発信電報

「秘」

1959年
月14日午後
時28分発信〔日本時間
月15日午前10時28分〕

発信元：国務省

宛先：東京・大使館

至急電

電報番号：603.同文情報提供─太平洋軍司令部宛80、在日米軍司令部宛56

限定配布

大使館関連電報743

関連電報の最後の段落、第�文の推定は、部分的には正しい。台湾海峡

危機の際の米「軍」に、日本に出入りしている部隊が含まれていなかった

という言明は、日本から沖縄や台湾に移った海兵航空団や第�空軍部隊の

移動から見て不正確なものとなろう。海兵航空団も第�空軍部隊も第�艦

隊所属部隊とはみなされないから、この言明は第�艦隊についてはなしえ

ても、これに続く日本の基地使用の否定は、事実に照らして台湾海峡作戦

の場合には正しくないだろう。というのは、基地は実際に使われたからだ。

これにそって、検察官は次のように述べることはできよう。「米第�艦

隊は1958年秋、台湾海峡にいた。第�艦隊は、安保条約のもとで日本に出

入りしている部隊ではない。台湾海峡海域での米軍の作戦を支援して、第

�艦隊は西太平洋中で同艦隊が利用できるさまざまな基地を活用した。」

最後の文は、貴下が任意に含めてもよいし、削除してもよい。

われわれはこの文があまり役立つとは思っていない。もしインドシナと

台湾の状況に関する同じ方向の言明がどうしても必要なら、検察官は両方

の状況に言及するために、関連国務省電報537の第�段落に含まれている
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第�艦隊の働き方に関する言明を使うことができよう。

ハーター〔国務長官〕

------------------

13 19590917 TOKYO-DOS CONVEY REFTEL INFO

【全訳】

国務省・受信電報

「秘」

1959年
月17日午前�時53分受信〔日本時間
月17日午後	時53分〕

発信元：東京〔大使館〕

宛先：国務長官

電報番号：801.
月17日午後	時

至急電

国務省宛801.同文情報提供─太平洋軍司令部宛88、在日米軍司令部宛64

限定配布

太平洋軍司令部宛は、政治顧問とフェルト提督へ。

在日米軍軍司令部宛は、バーンズ将軍へ。

国務省関連電報537と603

関連電報に含まれていた情報は、外務省当局者に伝えた。彼らはこれに

深謝し、許可された情報は検察官に伝え、
月18日午後おこなわれる最終

弁論で使うことになると今朝知らせてきた。

マッカーサー

------------------

14 19590921 TOKYO-DOS DEFENSE ATTORNEYS ATTACK

国務省・受信航空書簡
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「部外秘」

1959年
月19日発信／
月21日受領

発信元：東京〔大使館〕

宛先：国務長官

航空書簡番号：Ｇ─170

大使館関連航空書簡Ｇ─152

左翼弁護士たちは、最高裁における砂川事件弁論、最後の�期日を、安

保条約と日本の西側陣営との同盟への手当たり次第の攻撃に費やした。弁

論開始日に検察側と弁護側がともに発言をおこなったのとは対照的に

（Ｇ─152）、弁護側だけが�期日（
月
日、11日、14日、16日）、連続

して弁じたてた。

弁護団の攻撃の矛先は最初、安保条約が国連憲章と日本国憲法に違反す

ることを論証しようと試みることに集中した。そのなかで弁護側は、安保

条約を法的意味で正しくないと追及するだけでなく、アメリカと日本の意

図を非難して同条約は日本滅亡への道に通じることを示そうとした。

弁護団の一人、社会党容共労農派の黒田寿男は、（�）安保条約は国連

憲章第51条と第52条のいずれも侵犯している、それは同条約が�国間条約

で日本に対する一時的軍事援助以上のものを与えるからである（�）同条

約は不平等である、それは同条約がアメリカ側に日本を守る義務を負わせ

ていないからである（�）「従属的条約」は、国連憲章の平等と平和主義

の原則に違反している（�）同条約は、アメリカ軍がどこの標的に対する

侵略的行動を開始するにあたっても日本の基地を使うことはない、とは保

証していない、と主張した。

総評弁護団の弁護士〔＝内藤功弁護士〕は、米軍は日本政府の管理下に

ないから米軍の駐留は合憲だとの検察側主張は、論点を失していると述べ
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た。同弁護士は、海上自衛隊艦船はソ連の潜水艦を追跡する目的のため第

�艦隊の作戦行動に参加してきており、そのことは在日米軍が日本の軍事

力を「事実上代表している」ことの追加的な「証拠」であると主張し、こ

の状況は日本民族滅亡への道であると論じた。共産党前衛組織の自由法曹

団弁護士で共産党員の風早八十二もまた、近隣諸国、「とくに共産中国、

ソ連、北朝鮮」は、日本の安全にいかなる危険ももたらしていないにもか

かわらず、日本が武力攻撃の危険にさらされているとする検察側の「勝手

な想定」を攻撃した。かれらは安保条約が「仮想敵国」、すなわちソ連と

共産中国をねらった軍事条約であると主張した。

この論点は、さらに日教組法律顧問の芦田浩志によって展開された。芦

田は（�）アメリカは同盟諸国との戦時協約を一方的に侵害した（�）

「韓国が始めた」朝鮮紛争は、ヤルタ、モスクワ、カイロの諸条約を侵犯

した（�）現在のラオス危機はアメリカの侵略計画に根源があると述べた。

元最高裁判事で現在は弁護士の真野毅は、
月16日、ソ連の人工衛星打ち

上げまで持ち出して、安保条約を戦争と結びつけ、それも今やソ連のロケ

ット技術の進歩で可能となった全面破壊戦争と結びつけた。


月16日の法廷は、もっぱら、諸条約やそれに従って制定された国内法

の合憲性〔の審理〕に最高裁が及ぶことは憲法上禁じられている、とする

検察側主張に対する弁護側論駁に終始した。（法律論の技術上厄介な点は、

被告たちの起訴理由とされた日本における米軍の施設と区域を守ることに

関連する刑事特別法の合憲性をめぐる問題である。）この論争で、弁護側

は砂川事件を、1891年の有名な大津事件で、大審院がロシア皇太子暗殺未

遂犯を検察要求通りの死刑にはしなかったことと対照させて、最高裁の国

民的自尊心と独立心に訴えようとした。弁護側は最高裁に対し、砂川事件

を政治的考慮にもとづくのではなく、その法的実体にそって判決をくだす

よう求めた。
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口頭による審理は、
月18日に弁護側、検察側双方による最終弁論をも

って終結する。審理は引き続き、新聞の内側の紙面できわめて詳しく報じ

られ続けているが、論説による実質的な論評はなく、法廷周辺も平穏であ

る。

マッカーサー
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